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デイサービスセンターふれあいの郷 重要事項説明書 

 

１ 事業の目的と運営方針 

  要介護・要支援状態にある方に対し、適正な地域密着型通所介護及び日常生活

支援総合事業を提供することにより要介護・要支援状態の維持・改善を目的とし、

目標を設定して計画的に適正なサービスを提供します。 

  また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的な 

サービスの提供に努めます。 

 

２ 事業者の内容 

（１）提供できるサービスの地域 

事業所名     館山特別養護老人ホーム 

デイサービスセンターふれあいの郷 

   指定番号     １２７１００００５９ 

   所 在 地     千葉県館山市湊３７３番地 

   管理者の氏名   施 設 長  小澤 一典 

   電話番号     ０４７０-２３-７０１０ 

   FAX 番号     ０４７０-２２-７１０１ 

   サービスを提供する地域  館山市 

 

通常の事業の実施地域は館山市とし、それ以外の地域については、館山市の

同意を得た上で、他市町村（利用者の保険者）から指定を受けた場合に実施し

ます。 

日常生活支援総合事業（要支援者）は、館山市以外の地域については当事業

所にて相談に応じます。 

  

（２）事業所の従業者体制              （ ）内は、男性再掲 

 資 格 人 員 業務内容 

管 理 者 
 １名・施設長兼務

（１） 
全体統括及び管理 

生活相談員 
社会福祉主事 

介護福祉士 
２名（２） 

生活相談及び 

処遇計画作成 

看護職員 

兼 

機能訓練指導員 

准看護師 ０名 
心身の健康管理 

及び 

身体機能の維持・向

上 看護師 ２名 

介護職員 

社会福祉主事 

介護福祉士 

２名（２） 

[相談員を兼務] 
日常生活全般に 

 わたる介護・支

援 

介護福祉士 ０名 

 

初任者研修 

（ヘルパー２級） 

３名 

[うち非常勤２名] 

（３）設備の概要 
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   ○食 堂(83.97㎡) 

     利用者の全員が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者の全

員が使用できるテーブル・いす・箸や食器などの備品類を備えています。 

   ○機能訓練室(84.24㎡) 

     利用者が使用できる充分な広さを持つ機能訓練室を設け、目的に応じた

機能訓練器具等を備えています。 

○その他の設備 

     設備としてその他に、静養室・相談室・事務室等を設けています。 

 

 （４）定員と営業日及び営業時間帯等 

   定 員：18名（介護予防利用者含む）   営 業 日：月曜日～土曜日 

営業時間帯：8時 30分～17時 30分 /サービス提供時間 10時 00分～16時 

 

 

３ サービスの内容 

 （１）送 迎 

   ① 送迎車により、自宅と事業所の間を送迎します。 

   ② 通常の営業時間の利用の方を送迎します。 

 （２）食 事 

    利用者に合った食事を提供します。 

 （３）入 浴 

    見守りや直接介助により、入浴を提供します。 

 （４）機能訓練 

    機能訓練指導員を中心に、看護職員、介護職員、生活相談員が協働して 

機能訓練を行い、日常生活動作の維持及び低下の防止に努めます。 

 （５）生活相談 

    事業所の従業者はもとより、関係機関等と連絡調整し、生活の向上を目指 

します。 

 （６）レクリエーション 

   ① 併設施設において実施される行事等に参加することもできます。 

   ② 行事によっては、別途参加料がかかるものもあります。 

 （７）排 泄 

    随時、排泄介助を行います。（おむつを使用している方は持参して下さい） 

 

 

４ 利用料金（令和６年６月から） 

  厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該地域密着型通所介護又は介

護予防通所介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報

酬の告知上の額として設定します。 
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（１）通所介護基本料金（１日当たり）[１日 6時間以上７時間未満] 

介護区分                 利用者負担金額 

要介護１                     678円 

要介護２                     801円 

要介護３                     925円 

要介護４                     1,049円 

要介護５                     1,172円 

※加算料金等（１日につき） 

    入浴加算 Ⅰ                     40円 

  個別機能訓練加算（Ⅰ）イ              56円 

地域通所介護処遇改善加算 Ⅱ     所定単位数 × 9.0％ 

    

    

 

（２）日常生活支援総合事業基本料金（1 ヶ月当たり）[１日 6 時間以上７時間未

満] 

   介護区分                  利用者負担金額 

   要支援 １                    1,798円 

   要支援 ２                    3,621円 

※加算料金等 

通所型独自サービス処遇改善加算 Ⅰ      所定単位数 × 9.0 ％ 

    

 

（３）その他の費用 

  ① 食事の提供に要する費用（昼食＋おやつ） ６１５円／日 

  ② おむつ代                     実  費 

  ③ レクリエーション等の活動費用           実  費 

④ 記録の複写物にかかる費用１枚あたり         １０円 

 

（４）サービスを提供する地域以外の送迎費 

  ① 施設より半径 12㎞以内の地区は送迎費の自己負担はありません。 

② ①以外の地区で半径 15 ㎞未満の場合、1 回 540 円の自己負担が別途必要に

なります。 

③ 半径 15㎞以上の地区は、1 回 540円と 2 ㎞増毎に 108円が加算されます。 

 

（５）キャンセル料 

利用者の都合でサービスを中止する場合でも、キャンセル料を請求することは

ありませんが、利用日の前日か遅くとも当日の８：３０までに休む旨の連絡をお

願いします。なお、お客様のご都合で当日の１０：５０までにキャンセルのご連
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絡をいただけない場合は、昼食代がかかります。 

 

５ 利用料等のお支払方法 

  毎月、１０日までに前月分の請求を致しますので、下記の方法でお支払い下さ

い。 

（１）口座振替による支払い（ただし、口座振替手数料はお客様の負担になりま

す。） 

      振替業者  千葉銀行集金代行サービス 

      口座振替日 毎月５日  

*口座振替手数料は、毎月ご利用者様負担となります。 

*サービス月の２か月後の引き落としになります 

 

（２）当事業所口座への口座振込による支払い（ただし、振込手数料はお客様の

負 

担になります。） 

      千葉銀行館山支店（店番号２２４） 

      普通預金口座  （口座番号３３０７３２２） 

      口座名義     社会福祉法人 館山老人ホーム 

               館山特別養護老人ホーム 

               施設長  小澤 一典 

（３）現金による支払い 

   窓口（事務所）へ直接お支払い下さい。または、ご利用日に担当職員へお

支払いください。※毎月２５日までの支払いをお願いします。 

 

６ サービス利用に当たっての留意事項 

 （１）サービスの朝はご自宅で検温をお願い致します。送迎時に職員へ朝の体温

をお申し出下さい。３７. ５度以上、有る場合はサービスをお断りする場合

がございます。また、利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事

業所にご一報下さい。 

 （２）利用者は、事業所内の機械及び器具を利用される際、必ず従業者に声を掛

けて下さい。 

 （３）事業所内への金銭及び食物等の持ち込み、やりとりは、ご遠慮下さい。 

 （４）従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

 （５）感染症の状況によりサービスの受け入れを中止する場合がございます。 

 

 

７ 非常災害対策 

  事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、

常 

に関係機関と連携を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、 
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防災計画に基づき、年３回の利用者及び従業者等の訓練を行います。 

 

８ 事故発生時の対応 

 サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関

等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置

について記録し、賠償すべき事故の場合には損害賠償を速やかに行います。 

 

 

９ 守秘義務に関する対策 

  事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。 

  また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契

約の内容としています。 

 

10 利用者の尊厳 

  利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育

を行います。 

 

11 身体拘束の禁止 

  原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束し

ます。ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事

前に利用 

者及びその家族へ十分な説明を行い、同意を得るととともに、その態様及び時間、 

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

12 虐待防止対策 

  施設及び職員は、入所者の人権擁護・虐待防止等の為に必要な措置を講じます。 

  ・虐待防止対策委員会を設置し、虐待の有無、改善対策の検討、職員に対して 

   人権擁護虐待防止を啓発・普及するための研修をおこないます。 

  ・成年後見の利用を支援します。 

  ・サービス提供中に、当施設の従業者又は養護者(現に養護している家族・親族 

   同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに

市町村等に通報します。 

 

13 苦情相談窓口 

 （１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

    ご利用相談室  窓口担当者：石井 良育 （生活相談員） 

    ご利用時間：月～土曜日  8時 30 分～17時 30分 

    ご利用方法 電話番号 ０４７０－２３－７０１０ 

 

 （２）公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 
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    館山市役所高齢者福祉課介護保険係 

      千葉県館山市北条１１４５－１ 

      電話番号：０４７０－２２－３４８７ 

      受付時間： 8時 30分～17時 00分（土日、祝日を除く） 

 

    千葉県国民健康保険団体連合会介護保険課 

      千葉市稲毛区天台６丁目４番３号 

      電話番号：０４３－２５４－７４２８ 

      受付時間： 8時 30分～17時 00分（土日、祝日を除く） 

 

 （３）苦情処理第三者委員 

    氏名：福田 光雄     電話：２３－３４６２ 

    氏名：小谷登志江     電話：２８－０７２３ 

      公平中立な立場で、苦情を受け付け相談にのっていただける委員です。 

 

13 損害賠償について 

  当施設において、施設の責任により利用者様に生じた損害については、施設は

速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、損害の発生について、利用者様に故意又は過失が認められた場合には、

利用者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合

には、施設の損害賠償責任を減じさせていただきます。 

 

14 緊急時の対応 

  サービス提供時に利用者の状態が急変した場合、その他必要な場合は、速やか

に 

ご家族及び主治医やへの連絡等、必要な措置を講じます。 

 

○緊急時の連絡先 

 

主 治 医 
病院又は医師名  

連 絡 先  

ご 家 族 

氏名及び続柄 （続柄    ） 

住  所  

連 絡 先  

 

15 福祉サービス第三者評価について 

  当施設において、福祉サービス第三者評価は実施していません。 
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令和  年  月  日 

 

 

通所介護サービスの開始に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づい

て重要な事項を説明交付しました。 

 

<事業者> 

  所在地   千葉県館山市湊 373番地 

  法人名   社会福祉法人館山老人ホーム 

事業所名  館山特別養護老人ホーム 

デイサービスセンターふれあいの郷 

        指定番号 １２７１００００５９ 

   

代表者名  理 事 長    近  藤    好  雄     

 

 

説 明 者  生活相談員      石 井  良 育    

 

 

  私は、契約書及び本書面により、事業者から通所介護サービス又は日常生活支

援総合事業についての重要事項説明を受け同意しました。 

   

  <利用者> 

 

  住 所 

 

  氏 名                   印 

 

<利用者代理人（選任した場合）> 

 

住 所 

 

氏 名                   印 （続柄      ） 
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